
 

 

名誉会員選出に関する細則 
 
(目的) 
第1条 この細則は、会則の規定に基づき、名誉会員選出に関し、必要な事項を定める。 
 
(要件) 
第2条 名誉会員となることのできるものは、次の各項に掲げる基準を満たし、推薦時に満
70歳以上のものとする。 
(1)理事長経験者  
(2)本会の理事、監事を努め、かつ評議員を 10年以上委嘱されたもの  
(3)顕著な学問業績など、本会に特段の貢献をしたもの 
(4)本学会の設立に当たって特段の貢献があったもの 
 
(国外在住者の要件) 
第3条 国外の在住者で名誉会員となることのできるものは、推薦時に70歳以上で、次の
各項に掲げた基準のすべてに該当するものとする。 
 (1)国際交流上重要と思われる者  
(2)本会における講演等の実績  
(3)本会会員の臨床および研究指導等の実績 
 
(推薦の受付) 
第4条 理事長が期日を指定して所定の様式により名誉会員の推薦を受け付けるものとす
る。 
所定の様式は次のものとする。 
(1)推薦書  
(2)被推薦者の履歴書  
 
(称号の授与) 
第6条 理事長は理事会の議を経て、評議員会に諮った後、名誉会員の称号を授与する。 
 
(恩典) 
第7条 名誉会員には次の恩典が与えられる。 
(1)総会における称号の授与 
(2)会費免除の恩典 
 
(死後の授与) 
第8条 死後の授与については、理事長が理事会に諮り決定する。 
 
(英文表記) 
第9条 本会名誉会員の英文表示は Honorary Member of the Japanese Society for 
Cerebellum and its Disordersとする。 
 
(改定) 
第10条 この細則は理事会の議により改定することができる。 
 



 

 

(附則) 
この細則は、2023年3月25日から施行する。  



謝金細則 
 
(総 則) 
第1条  
1 この細則は、会則に基づき、謝金等に関し、必要な事項を定める。 
2 この細則は，理事会の決議を経て，変更することができる。 
 
(定義等) 
第2条  
1 この細則において、謝金とは、日本小脳学会(以下「学会」という。)が主催
する学術集会・シンポジウム等において、講演者・講師等に支払われる金銭を
いう。  
2 学会が、官公庁・団体・民間企業等から受託した業務を処理するために支払
われる金銭の取扱いは、受託業務取扱細則で定める。 
 
(支払対象者) 
第3条 この細則による支払対象者は、学会員以外とする。 
 
(謝金の種類) 
第4条 謝金の種類は、次の通りとする。 
(ア)講演料：講演の実施の報酬として支払う金銭 
(イ)交通費・宿泊費：講演等にかかわる交通費、宿泊費として支払う金銭 
 
(謝金の額) 
第5条  
1 講演に関する謝金の額は、別表(1)を基準とする。 
2 これらの謝金については学術集会運営委員会（学術集会の大会長が委員長を
務める）で審議し、理事会の議を経て決定・変更することができる。 
2 交通費・宿泊費は、実費相当を支払うものとする。 
 
(領収書の収受) 
第6条 謝金を支払った場合には、本学会は謝金の支払対象者から領収書を収受
しなければならない。銀行振込による支払いの場合は、この限りではない。 
 
(補則) 
第7条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。 
附則(令和5年3月24日理事会議決) この細則は，令和5年3月25日に制定した
もので，この日から施行する。 
 
 



別表(1) 謝金の額  
・講演:一回当たり ３万円 
 



日本小脳学会 総務委員会に関する細則 
 
(趣旨) 
第1条 本会の円滑な運営を目指し、総務委員会の組織及び運営に関し、必要な
事項を定める。 
 
(目的) 
第2条 本会会則の第6章第10条に基づき、本学会の運営を行なうために必要な
事項について定める。 
 
(業務) 
第3条 総務委員会は、本学会の運営に関する以下の業務を行う。 
  (1)学会の組織のあり方とその運営に関する事項 
  (2)総会、評議員会、理事会、その他本学会の運営に関する事項 
  (3)事務局の管理、運営に関する事項 
  (4)諸契約や対外交渉に関する事項 
  (5)会員の入会、退会等の管理に関する事項 
  (6)会則、運営規程等に関する事項 
  (7)他の委員会等の運営に関する細則に関する事項 
  (8)理事会の運営等に関する細則の作成に関する事項 
  (9)その他、他の委員会に属さない事項 
 
(構成) 
第4条 総務委員会は，理事長が委員長兼議長として、事務局、顧問、そして、
理事長より推薦された委員によって構成される。 
 
(選任) 
第5条 委員は、理事長が理事会に推薦して承認を得る。 
 
(任期) 
第6条 委員の任期は、理事の任期と同じく2年とする。ただし、再任は妨げな
い。3期目（5-6年目）以上の長期は避けることが望ましい。 
 
(経費) 
第7条 委員会の活動および事業に必要な経費は理事会の決定に基づいて支出さ



れる。 
2. 学術大会・総会の前日または当日に開催される理事会に収支を報告する。 
 
(活動状況の報告) 
第8条 必要に応じてその活動状況を学術大会・総会の前日または当日に開催さ
れる理事会に報告する。 
 
(改廃) 
第9条 本細則の改廃は理事会の議を経て決定し、総会にて報告する。 
 
附則1. この細則は、2023年12月1日から施行する。 
 



 

 

日本小脳学会 学術大会運営委員会に関する
細則 
 
(目的) 
第1条 この細則は、本会会則第4章第8条7項に基づき、「年次学術大会」および「総会」
の運営に関し、必要な事項を定める。 
 
(学術大会) 
第2条 学術大会・総会は通常毎年1回開催する。 
2. 会則第４章第8条7項に基づき、学術大会・総会は大会長が担当する。 
 
(学術大会運営委員会) 
第3条 大会長は学術大会運営委員会を開催する。 
2. 学術大会運営委員会は大会長を議長として、理事長、前大会長、前々大会長、次期大
会長、総務委員、セクションチーフ、顧問、事務局で構成される。 
3. 学術大会・総会の開催日と開催期間を決定する。  
4. 学術大会の内容について審議する。 
5. 会則第5章第9条1項(1)に基づき、学術大会・総会について理事会へ発議する。 
 
(総会) 
第3条 当面は学術大会・総会の開催期間内に「評議員会」及び「総会」を開催する。 
 
(会計) 
第4条 大会長は、学術大会・総会における会計の担当者を決定し運営する。 
2. 独立した特別会計として、学会の経理に組み入れる。 
3. 大会長は収支の見込みを学術大会運営委員会に報告し、予算について学術大会運営委
員会で承認を得なければならない。 
4. 大会長は学術大会・総会終了後に学術大会・総会の収支について理事会に報告する。 
 
(参加費) 
第5条 学術大会・総会に参加するものは参加費を納めなければならない。 
 
(改定) 
第6条 本細則の改廃は理事会の議を経て決定し、総会にて報告する。 
 
附則1. この細則は、2023年12月1日から施行する。  
 
附則2. 以下の金額を学術大会参加費とする。 
【学術大会参加費】 

会員                   4,000円  
非会員              8,000円 
学生会員                          0円 
 

 



 

 

学術大会賞に関する細則  
(目的と名称)  
第1条 日本小脳学会会員の若手研究者を育成し、その研究を奨励することを目的として、学術大
会において優れた研究発表を行った会員に対し、「日本小脳学会 学術大会賞（以下、学術大会
賞）」を授与し表彰する。 
  
(学術大会賞対象者) 
第2条 一般演題申込時に、会員である者 
年齢制限は設けないが、40歳程度以下が望ましい 
 
(受賞件数) 
第3条 原則 4名（口頭発表、ポスター発表 それぞれ基礎分野と臨床分野各1名、合計 4名程
度。）  
 
(受賞の制限) 
第4条 過去の学術大会賞の受賞者は対象としない。  
 
(選考委員会) 
第5条 委員長（大会長）  選考委員（学術大会運営委員および大会長が指名する者、合計 6名程
度）  
 
(選考の方法と基準) 
第6条 選考委員は、抄録原稿、対象となる発表者の口頭発表またはポスター発表、発表資料、質
疑応答について、次の評価基準に基づいて総合的に審査する。  
(１)研究の有用性（研究上、診療上など）  
(２)研究のオリジナリティ（研究の独創性や発展性）  
(３)研究方法の妥当性  
(４)発表技術（質疑応答の適切性を含む）  
(５)採点方法：各評価項目について 5点（非常に優れている）4点（優れている）3点（ふつう） 
2 点（努力を要する）1点（かなり努力を要する）の 5段階評価を行い、合計20 点満点で採点
する。上位 2名を受賞者とする。同点者が複数名いる場合には、若手を優先し、選考委員会で審
議の上決定する。  
 
(受賞者の発表と表彰) 
第7条 受賞者の発表及び表彰式は、当該学術大会の開催期間中に行う。 受賞者には、賞状を授与
する。  
 
(審査結果の公開) 
第8条 審査対象者からの照会が合った場合には、当該の会員の評点に限り公開する。 その他本規
程に定められていない事項に関しては、理事会において決定する。  
 
付則1. この細則は、2025 年 3月 15日より適用する。  



日本小脳学会 セクションに関する細則 
 
(趣旨) 
第1条 本会会則第２章第2条の範囲内において専門領域をさらに発展させるた
めに、セクションを置くことができる。本細則では、セクションの組織及び運
営に関し、必要な事項を定める。 
 
(目的) 
第2条 本会会則の第6章第10条に基づき、セクションは担当する専門領域に関
わる業務を行うことを目的とする。 
 
(業務) 
第3条 セクションは、次に掲げる活動を行う。  
(1)担当専門領域に関わる研究、教育、診療に関すること。  
(2)担当専門領域に関わる対外的 業務、広報に関すること。  
(3)担当専門領域に関わる関連学会の動向把握と連携に関すること。  
(4)担当専門領域に関わるその他の必要な業務に関すること。 
 
(設置および廃止) 
第4条 セクションは、別表に掲げる専門領域毎に設置する。 
2. セクションの設置または廃止は、理事会が決定する。 
 
(組織) 
第5条 セクションは、本会会員により組織する。 
2. 本会会員は、原則として1つのセクションに所属することができる。 
 
(役職者) 
第6条 セクションに、次に掲げる役職者を置く。 
(1)セクションチーフ 1名 
(2)コア・メンバー 若干名 
2. セクションの運営上必要があるときは、前項で定める役職者の他、別に役職
者を置くことができる。 
 
(選任) 
第7条 チーフは、理事長が理事会に推薦して承認を得る。 



2. コア・メンバーは、チーフが理事長と協議して、理事会に推薦し承認を得
る。 
3. 前条第2項の規定により別に別に役職者を置く場合は、チーフが理事長と協
議のうえ、理事会の承認を得る。 
 
(運営組織) 
第8条 それぞれのセクションに、運営に必要な事項を審議し、決定するための
セクション運営委員会を置く。  
2 セクション運営委員員会は、セクションチーフおよびコア・メンバーで構成
する。 
3 セクションはセクション運営委員会の他運営に必要な委員会を置くことがで
きる。 
 
(運営経費) 
第9条 本会はセクションの要請に応じてその運営経費の一部または全部を支出
することができる。 
2. 学術大会・総会の前日または当日に開催される理事会に運営の収支を報告す
る。 
 
(活動状況の報告) 
第10条 セクションは、その活動状況を学術大会・総会の前日または当日に開
催される理事会に報告する。 
 
(改定) 
第11条 本細則の改廃は理事会の議を経て決定し、総会にて報告する。 
 
附則1. この細則は、2023年12月1日から施行する。  
 



日本小脳学会 広報委員会に関する細則 
 
(趣旨) 
第1条 本会について広く情報を発信し多くの人々との情報共有を目指し、広報
委員会の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。 
 
(目的) 
第2条 本会会則の第6章第10条に基づき、本学会の広報を行なうために必要な
事項について定める。 
 
(業務) 
第3条 委員会は、本会の広報に関する以下の業務を行う。 
（１）本学会の情報について広く周知するためにSNSやメールを利用した発信
活動 
（２）会員勧誘のための宣伝活動 
（３）その他，本学会の広報に関する事業 
 
(構成) 
第4条 委員会は，以下の委員等によって構成される。 
（１）委員長 1名 
（２）委員 若干名 
ただし、上記委員以外に必要に応じて専門委員を委嘱することができる。 
 
(選任) 
第5条 委員長は、理事長が理事会に推薦して承認を得る。 
2. 委員は、委員長が理事長と協議して、理事会に推薦し承認を得る。 
3. 前条第2項の規定により別に役職者を置く場合は、委員長が理事長と協議の
うえ、理事会の承認を得る。 
 
(任期) 
第6条 委員の任期は、理事の任期と同じく2年とする。再任は妨げないが3期
(5-6年目)以上は避けることが望ましい。ただし、SNSの管理など継続性が必
要とされる業務にあたる者は次期委員会との引継の完了時まで、その業務を遂
行する。 
 



(経費) 
第7条 委員会の活動および事業に必要な経費は理事会の決定に基づいて支出さ
れる。 
2. 学術大会・総会の前日または当日に開催される理事会に収支を報告する。 
 
(活動状況の報告) 
第8条 必要に応じてその活動状況を学術大会・総会の前日または当日に開催さ
れる理事会に報告する。 
 
(改廃) 
第9条 本細則の改廃は理事会の議を経て決定し、総会にて報告する。 
 
附則1. この細則は、2023年12月1日から施行する。 
 


